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要旨： 

メタバース世界において、個人や企業は仮想製品を売買することができる。メタバースにおけ

る仮想製品が現実世界の同等の製品とまるで同じようであるため、メタバースおいて取引され

る仮想製品の意匠保護は、現実世界の製品の保護と同じくらい重要である。ただし、米国の意匠

実務では、無形の仮想製品自体は、いくつかの要件や条件により、基本的に意匠の保護の対象と

ならない。本記事では、メタバース関連技術に関する米国の意匠実務の現状（制限や課題など）

と、メタバースで使用できそうな適格な意匠の例について説明する。 

 

１．メタバースと米国意匠の保護 

メタバースでは、仮想製品が個人や企業によって取引される場合、仮想製品の

外観のデザインは、現実世界の同等品と同様に、仮想製品を購入するよう消費者

の興味を引く役割もある。従って、メタバースにおける仮想製品の意匠保護は、

現実の物理的製品の意匠保護と同じくらい重要になる。本記事では、メタバース

の仮想製品に関する米国の意匠実務の現状について説明する。 

 

２．米国意匠実務における製造物品要件 

a．米国特許法 171 条 

米国特許法 171 条は、意匠の対象となる主題について、「製造物品のための

新規、独創的かつ装飾的な意匠を創作した者は、それについての特許を取得す

ることができる」と定義している。 

ここで、第１７１条は、意匠保護の対象となる意匠が「製造物品のための」

意匠であることを要求している。第１７１条による製造物品要件を満たすた

めに、ＵＳＰＴＯは、デザインを製造物品に適用するか、製造物品に具現化す



 

 2 / 7 

 
メタバース関連技術に関する米国意匠実務の現状 

ることを要求している。つまり、単なる絵や装飾自体（即ち、抽象的なデザイ

ン）が意匠の保護を受けることはできない。そのため、画像そのものは意匠の

保護の対象とすることはできない。 

b．コンピューター作成デザインに関するガイドライン１９９６ 

コンピューター作成画像に関しては、１９９６年にＵＳＰＴＯが特許審査

手続マニュアル（ＭＰＥＰ：Ｍａｎｕａｌ ｏｆ Ｐａｔｅｎｔ Ｅｘａｍｉ

ｎｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）のガイドラインでは、特定の条件下（ＭＰＥ

Ｐ１５０４．０１（ａ））で、グラフィカル・ユーザー・インターフェイス（Ｇ

ＵＩ：Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）やアイコンなど

のコンピューター作成デザインが第１７１条に規定される意匠の保護を受け

ることのできる法律上の主題であるとみなしている。ＭＰＥＰに示される条

件は次の通りである。 

（ｉ）図面は、コンピューター･スクリーン､モニターもしくはその他のディスプレイ･パネ

ルまたはその一部において具体化されたコンピューター作成アイコンを示さなければならな

い｡ 

（ｉｉ）名称は、保護を求めるデザインの特定の物品を指定する必要があり、例えば、｢ア

イコン付コンピューター・スクリーン｣､｢コンピューター･アイコン付ディスプレイ･パネル｣､

｢アイコン画像付コンピューター･スクリーンの一部｣､｢コンピューター･アイコン画像付ディ

スプレイ･パネルの一部｣､または｢コンピューター･アイコンが表示されたモニターの一部｣な

どである。 

➢ メタバース関連技術の意匠例 

上記の条件によれば、仮想製品のデザインは、具現化されたものであり、有

形なスクリーンを示す名称を有し、図面に実線または破線でディスプレイス

クリーンを示していれば、保護することができる。以下はＵＳＰＴＯにより発

行された意匠の例を示す。 

米国Ｄ９５９，４７６ 

名称：「仮想３次元アニメーション グラフィカル ユーザー インターフ
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ェイスを有するディスプレイ システムまたはその一部」 

 

米国Ｄ９４７，８７４ 

名称：「グラフィカル ユーザー インターフェイスを有する仮想現実ゴー

グル」 

➢ 機能要件 

コンピューター作成デザインに関するガイドライン１９９６を制定する際、

ＵＳＰＴＯはＥｘ ｐａｒｔｅ Ｓｔｒｉｊｌａｎｄ１ （Ｂｄ．Ｐａｔ．Ａｐ

ｐ．＆Ｉｎｔ．１９９２）を考慮した。 

Ｓｔｒｉｊｌａｎｄでは、委員会は、「しかし、コンピューターまたはその

他の表示装置の画面に表示される画像を単に説明するだけでは、画像を製造

物品のデザインに変換するのに十分ではないと考えている。アイコンがプロ

グラムされたコンピューターの動作に不可欠な部分であることを証明する宣

言証拠が提供された」と指摘した。 
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しかし、ガイドライン１９９６では、ＵＳＰＴＯはそ

のような機能的要件（即ち、コンピューター作成画像が

コンピューターの動作に必要不可欠なインタラクティ

ブな構成要素でなければならない）を適格な主題として

採用しなかった。 

また、控訴第２０２０－００１６６４号において、Ｐ

ＴＡＢは、機能的要件として、コンピューターの動作に

必要不可欠なインタラクティブな構成要素を組み込む

ことを拒否した。従って、名称が「グラフィック付コンピューター表示スクリ

ーンまたはその一部」である第２９／５１０，３２０号出願の意匠は、意匠保

護の適切な主題とみなされる。 

c．「製造物品」の解釈 

製造物品が「有形」であるという要件は、米国特許法 171 条の明示的な要

件ではない。しかし、連邦巡回控訴裁判所は２００７年に「ｍａｎｕｆａｃｔ

ｕｒｅ（製造）」を「有形な物品または商品」を指す用語として解釈した（Ｉ

ｎ ｒｅ Ｎｕｉｊｔｅｎ2 を参照）。２０１５年に、裁判所はまた、「物品」

とは有形物のみを意味し、無形物品には適用されないと解釈し、「物品」には

電子的に送信される３次元デジタルモデルが含まれないと判決した（Ｃｌｅ

ａｒＣｏｒｒｅｃｔ Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ， ＬＬＣ ｖ． Ｉｎｔｅｒｎａ

ｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ3を参照）。 

第１７１条の「製造物品」の解釈を変更し、この要件（即ち、コンピュータ

ー作成アイコンは実体的なスクリーン上に表示されなければならない）を削

除することについて議論されている（例えば、６６ Ａｍ． Ｕ． Ｌ． Ｒ

ｅｖ． １１１３ （２０１７）4、ＵＳＰＴＯ， “Ｓｕｍｍａｒｙ ｏｆ ｐ

ｕｂｌｉｃ ｖｉｅｗｓ ｏｎ ｔｈｅ ａｒｔｉｃｌｅ ｏｆ ｍａｎｕ

ｆａｃｔｕｒｅ ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ ｏｆ ３５ Ｕ．Ｓ．C．§ １

７１” （２０２２）5 などを参照）。しかし、この点に関して法令やＵＳＰＴ

Ｏガイドラインには未だに変更はない。 

 

３．新興技術の意匠保護 
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プロジェクション、ホログラフィック画像、仮想／拡張現実などの特定の新技

術は、可視化するために物理的なディスプレイスクリーンやその他の有形物を

必要としない。そのため、仮想製品のデザインに力を入れ、米国で意匠を求める

出願人にとって、その製品の意匠保護の取得が課題である。 

 

➢ 世界的なトレンド 

一部の国・地域では、先端デジタル技術の保護を強化するために意匠法を修

正した。例えば、日本では、改正された意匠法では、法定の対象は、投影され

た画像などのグラフィック画像自体（即ち、物体から分離された画像）を含め

ると定義した。ただし、ここでのグラフィック画像は、デバイスの操作で使用

されるか、デバイスがその機能を実行することによって表示されるものでな

ければならない。 

 

➢ ＵＳＰＴＯによる製造物品要件の審査 

２０２０年１２月、ＵＳＰＴＯは、先端技術や新興技術を含むデジタルデザ

インを保護するために製造物品要件の解釈を改訂すべきかどうかについて意

見募集が行われた。２０２２年４月、ＵＳＰＴＯは製造物品要件に関する意見

募集を公表した。また、ＵＳＰＴＯは世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ：Ｗｏｒ

ｌｄ Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｏｒｇａｎｉｚａｔ

ｉｏｎ）及び工業デザインフォーラム（ＩＤ５：Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｄｅ

ｓｉｇｎ Ｆｏｒｕｍ）と連携し、新しい技術を受け入れるためのグローバル

な実務の改変に取り組んでいる 6。  

このような状況で、ＵＳＰＴＯの手続きには正式な規制の変更や明確化は

ないが、デジタル３次元デザインに関してＵＳＰＴＯによって発行されたデ

ザイン特許がいくつかある（下記を参照）。なお、ＵＳＰＴＯの審査官には、

意匠出願を審査し、特許性を判断する際に大幅な裁量権が与えられている。ま

た、ＵＳＰＴＯとの協議が製造物品要件に関連する法律または規制の変更に

繋がるかどうかはまだ不明である。 
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米国Ｄ８９３，６１６ 

名称：「拡張現実地球

儀」 

米国Ｄ８４４，００３ 

名称：「拡張現実ゲー

ムガン」 

米国Ｄ９５８，１９６ 

名称：「仮想モデル付作業車両、玩具、レ

プリカおよび／またはディスプレイス

クリーン」 

 

４．意匠の請求項および名称に記載されている物品 

米国の意匠では、特定物品を特定できるクレーム及び名称が求められる。意匠

クレームおよび名称で特定される物品は、保護を請求する発明の範囲を決定す

る上で重要な要素であるため、先行技術に対する特許可能性および侵害の判断

においても重要である。 

Ｐ．Ｓ． Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， Ｉｎｃ．， ｖ． Ａｃｔｉｖｉｓｉｏｎ Ｂ

ｌｉｚｚａｒｄ， Ｉｎｃ， 7裁判では、原告ＰＳ Ｐｒｏｄｕｃｔｓのスタン

ガンの装飾デザインの意匠は、そのスタンガンを具体化したとされる画像を含

む被告のビデオゲームによって侵害されていないとの判決が下された。この案

件のように、特許侵害（及び発明の同一性（anticipation））に関する唯一のテス

トである通常の観察者テスト(ordinary observer test)を実施した結果、通常の人

は、デジタルアイテムを購入した場合、特許意匠が具現化された物理的な製品を

購入したと思わないことから、物理的な製品（例えば、スタンガン）の意匠は、

メタバース（またはビデオゲーム、仮想現実）におけるデジタルアイテムをカバ

ーできないであろう。 

最近のＩｎ ｒｅ ＳｕｒｇｉＳｉｌ8 （Ｆｅｄ．Ｃｉｒ．２０２１）裁判で

は、連邦巡回控訴裁判所は、かつてＣｕｒｖｅｒ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ ｖ．

Ｈｏｍｅ Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ Ｉｎｃ．，9 （Ｆｅｄ．Ｃｉｒ．２０１９）
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の裁判で、係争クレームは、「クレームにより特定された製造物品に限定される」

と判決を下したことから、同様に「意匠クレームは、クレームで特定された製造

物品に限定される」と判決を下した。 

従って、意匠について、独創的な名称を真剣に決定することがますます重要に

なっている。 

 

５．結論 

ＵＳＰＴＯの現行のガイドラインでは、デジタルデザインが意匠保護の対象

となるためには、コンピューター作成画像が表示される有形物体が必要とされ

ている。先端技術や新興技術における仮想製品などのデジタルデザインは、意匠

保護を取得するには、第１７１条に基づく「製造物品」の解釈を変更し、有形の

要件を削除する必要がある。ＵＳＰＴＯは、製造物品要件に関連する規制変更に

向けて前進すべきである。 

最近の判例によると、保護を請求するデザインはクレーム及び名称により定

義された製品に限定されるため、意匠クレームは、新技術産業におけるデジタル

アイテムを表す適切な物品を特定する必要がある。出願人は、デジタルアイテム

の適切な意匠保護を取得するために、有形か無形かにかかわらず、物品を適切に

指定することを許されるべきである。 
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